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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成27年8月20日(2015.8.20)

【公表番号】特表2015-505718(P2015-505718A)
【公表日】平成27年2月26日(2015.2.26)
【年通号数】公開・登録公報2015-013
【出願番号】特願2014-542900(P2014-542900)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  20/02     (2006.01)
   Ｇ２１Ｆ   9/02     (2006.01)
   Ｇ２１Ｆ   9/12     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/86     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ   20/02     　　　Ａ
   Ｇ２１Ｆ    9/02     ５１１Ｓ
   Ｇ２１Ｆ    9/02     ５１１Ｃ
   Ｇ２１Ｆ    9/12     ５０１Ｂ
   Ｂ０１Ｄ   53/36     　　　Ｚ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年7月3日(2015.7.3)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのヨウ化物吸着金属またはその化合物を含むゼオライトを含み、前記ゼ
オライトが疎水性ゼオライトであり、前記ゼオライトが、ＡＦＩ、ＡＥＬ、ＢＥＡ、ＣＨ
Ａ、ＥＵＯ、ＦＥＲ、ＫＦＩ、ＬＴＬ、ＭＡＺ、ＭＴＷ、ＯＦＦ及びＴＯＮより構成され
る群から選択され、前記ゼオライトの有するＳｉＯ2／Ａｌ2Ｏ3の割合が１００を超える
、ヨウ化メチル吸着材。
【請求項２】
　前記ゼオライトが本質的に疎水性のゼオライトである、請求項１に記載の吸着材。
【請求項３】
　前記ヨウ化物吸着金属がヨウ素吸着金属でもある、請求項１または２に記載の吸着材。
【請求項４】
　前記ゼオライトがミクロ多孔質である、請求項１～３のいずれか１項に記載の吸着材。
【請求項５】
　前記ヨウ化物吸着金属が、銀、イットリウム、セリウム、マグネシウム、ナトリウム、
スズ及び鉛から選択される、請求項１～４のいずれか１項に記載の吸着材。
【請求項６】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材の有するミクロ細孔部分が、前記ゼオライトまたは前
記吸着材の細孔体積全体に対して７０％を超える、請求項１～５のいずれか１項に記載の
吸着材。
【請求項７】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材の有するミクロ細孔部分が、前記ゼオライトまたは前
記吸着材の細孔体積全体に対して８０％を超える、請求項６に記載の吸着材。
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【請求項８】
　前記ヨウ化物吸着金属が前記ゼオライトの細孔内に位置している、請求項１～７のいず
れか１項に記載の吸着材。
【請求項９】
　前記ゼオライトがケイ酸アルミニウムである、請求項１～８のいずれか１項に記載の吸
着材。
【請求項１０】
　前記ゼオライトの有するＳｉＯ2部分が９４重量％を超える、請求項１～９のいずれか
１項に記載の吸着材。
【請求項１１】
　前記ゼオライトの有するＳｉＯ2部分が９８重量％を超える、請求項１０に記載の吸着
材。
【請求項１２】
　ヨウ化物吸着金属による水分解の減少を促進させる少なくとも１つの促進剤が含まれて
いる、請求項１～１１のいずれか１項に記載の吸着材。
【請求項１３】
　前記促進剤が鉛である、請求項１２に記載の吸着材。
【請求項１４】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材における前記ヨウ化物吸着金属の含有量が、０．１～
５０重量％である、請求項１～１３のいずれか１項に記載の吸着材。
【請求項１５】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材における前記ヨウ化物吸着金属の含有量が、５～３０
重量％である、請求項１４に記載の吸着材。
【請求項１６】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材における前記ヨウ化物吸着金属の含有量が、１０～２
０重量％である、請求項１５に記載の吸着材。
【請求項１７】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材における前記促進剤の含有量が、１～３０重量％であ
る、請求項１３または１４に記載の吸着材。
【請求項１８】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材における前記促進剤の含有量が、５～３０重量％であ
る、請求項１７に記載の吸着材。
【請求項１９】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材における前記促進剤の含有量が、１０～２０重量％で
ある、請求項１８に記載の吸着材。
【請求項２０】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材における前記促進剤の含有量が、３～６重量％である
、請求項１７に記載の吸着材。
【請求項２１】
　前記ゼオライトまたは吸着材のＢＥＴ表面積が、１０～１０００ｍ2／ｇである、請求
項１～２０のいずれか１項に記載の吸着材。
【請求項２２】
　前記ゼオライトまたは吸着材のＢＥＴ表面積が、３００～９００ｍ2／ｇである、請求
項２１に記載の吸着材。
【請求項２３】
　前記ゼオライトまたは吸着材のＢＥＴ表面積が、５００～７００ｍ2／ｇである、請求
項２２に記載の吸着材。
【請求項２４】
　前記ゼオライトまたは前記吸着材の細孔体積の合計が１００ｍｍ3／ｇを超える、請求
項１～２３のいずれか１項に記載の吸着材。
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【請求項２５】
　前記吸着材がバルク材料として形成されている、請求項１～２４のいずれか１項に記載
の吸着材。
【請求項２６】
　前記吸着材が、前記ゼオライトまたは前記ゼオライトを含むウォッシュコートが塗布さ
れた支持材を含む、請求項１～２５のいずれか１項に記載の吸着材。
【請求項２７】
　前記吸着材が押出成形物、成形体または前記ゼオライトで被覆された粒子として形成さ
れている、請求項２５または２６に記載の吸着材。
【請求項２８】
　前記吸着材が、ハニカム形状またはプレート形状として形成されている、請求項２５～
２７のいずれか１項に記載の吸着材。
【請求項２９】
　前記支持材が、ハニカム形状またはプレート形状として形成されている、請求項２６に
記載の吸着材。
【請求項３０】
　請求項１～２９のいずれか１項に記載のヨウ化メチル吸着材の、ヨウ化メチル、放射性
ヨウ化メチル、ヨウ素及び／または放射性ヨウ素を吸着するための使用。
【請求項３１】
　前記吸着材が、原子力発電所、再処理工場または燃料要素貯蔵施設の中または付近にお
いて使用される、請求項３０に記載の使用。
【請求項３２】
　ヨウ化メチルを請求項１～２９に記載の吸着材に接触させる、ヨウ化メチルの吸着方法
。
【請求項３３】
　前記ヨウ化メチルが放射性である、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　さらにヨウ素及び／または放射性ヨウ素が吸着材に吸着される、請求項３２または３３
に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６０】
　実施形態による吸着材は、例えば、少なくとも１つのヨウ化物吸着金属を含むミクロ多
孔質ゼオライト材料と、多孔質ＳｉＯ2含有バインダーとを含み、該吸着材は、ミクロ細
孔（例えば、直径１ナノメートル未満のミクロ細孔）の割合が、該吸着材の細孔容積の合
計に対して７０％を超え得る。さらに、ゼオライト材料の有するアルミニウムの割合は、
２モル％未満であり得る。ゼオライト材料／バインダーの（各乾燥質量に対する）重量比
は、９９：１～１：９９であり得る。ＳｉＯ2含有バインダーとしては、例えばＢｉｎｄ
ｚｉｌ　２０３４　ＤＩ懸濁液（Ｅｋａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　ＡＢ，　Ｂｏｈｕｓ／Ｓ
ｗｅｄｅｎ）などの、メソ細孔及びマクロ細孔を少量しか含まない純粋なＳｉＯ2バイン
ダーが用いられ得る。ヨウ化物吸着金属を含むミクロ多孔質ゼオライト材料と、メソ細孔
及びマクロ細孔を少量しか有さない純粋なＳｉＯ2バインダーとを含む吸着材は、明確に
高いヨウ化物吸着性能を有することが明らかになっている。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６１
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００６１】
　このような実施形態の吸着材は、ａ）ヨウ化物吸着金属化合物をゼオライト材料内に導
入し、ｂ）金属化合物がロードされたゼオライト材料を、多孔質ＳｉＯ2含有バインダー
及び溶媒と混合し、ｃ）金属化合物がロードされたゼオライト材料とバインダーとを含む
混合物を乾燥することにより製造され得る。ステップｂ）により得られた混合物は、支持
材（支持体とも呼ばれる）に塗布され得る。
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